
規

則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
規

則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
四
号

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
の
二
中
「
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
二
中
「連

結
親
法
人

」
を
「通
算
親
法
人

」
に
、
「連

結
子
法
人

」
を
「通

算
子
法
人

」

に
、
「連

結
事
業
年
度

」
を
「事

業
年
度

」
に
、
「連

結
承
認
年
月
日

」
を
「通

算
制
度

承
認
年
月
日

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
の
二
の
三
中
「連
結
納
税
の

承
認
等

」
を
「通

算
制
度
の

承
認
等

」
に
、
「連

結
親
法
人

」
を
「通

算
親
法

人

」
に
、
「連

結
子
法
人

」
を
「通

算
子
法
人

」
に
、
「左

記
の
連
結
法
人

」
を
「左

記
の
通
算
法
人

」

に
、
「連

結
納
税
の
承
認
が
あ
つ
た

」
を
「通

算
制
度
の
承
認
が
あ
つ
た

」
に
、
「連

結
完
全
支
配
関
係

」

を
「完

全
支
配
関
係

」
に
、
「□

連
結
納
税
の
承
認
の
取
消
処
分
が
あ
つ
た
。
□
連
結
納
税
の
適
用
の
取

り
や
め
の
承
認
が
あ
つ
た
。

」
を

「□
通
算
制
度
の
承
認
の
取
消
処
分
が
あ
つ
た
。

□
通
算
制
度
の
適
用
の
取
り
や
め
の
承
認
が
あ
つ
た

（グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
へ
移
行
し
な
い
旨
の
届
出
を

行
つ
た

）。

」
に
、
「連
結
法
人
と
な
つ
た
場
合
は
、
連
結
納
税
の
承
認
申
請
書

」
を
「通

算
法
人
と
な
つ

た
場
合
は
、
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度
の
承
認
の
申
請
書

」
に
、
「連

結
法
人
で
な
く
な
つ
た
場
合

」
を
「通

算
法
人
で
な
く
な
つ
た
場
合

」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
の
二
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
五
十
一
号
様
式
の
五
注
１
及
び
注
２
を
削
る
。

第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
二
中
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
五
十
一
号
様
式
の
十
三
注
１
及
び
注
２
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
大
分
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
号
様
式
の
二
、
第
三
号
様
式
の
二
の
三
、
第
二
十
七
号
様
式

の
二
、
第
五
十
一
号
様
式
の
五
、
第
五
十
一
号
様
式
の
六
の
二
及
び
第
五
十
一
号
様
式
の
十
三
の
規
定
に

よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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十
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毎
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大

分

県
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集
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箇
年
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十
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大
分
県
報
号
外
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規
則
）

令
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四
年
三
月
三
十
一
日
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